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昭和大学江東豊洲病院 病院長、 

昭和大学リウマチ膠原病内科 教授  

 

 

 

 

 

本日は、京都府立医科大学の「キャリア支援コンソーシアム“えん”」令和 2年度講演会にお招きいた

だき、ありがとうございます。 

 本日は、当院で行っている働き方改革を紹介したい

と考えており、「当院における『新しい医療文化の創

造』と『働き方改革』との両立の試み」を紹介させて

いただきます。 

 本日の内容ですが、当院の紹介、それから医師の働

き方改革の方向性、３番目として当院の新しい医療文

化と医療体制、そして働き方改革と勤怠管理の実際を

紹介したと思います。４番目として、当院の週日化に

おける診療実態と安全性の検討を紹介しまして、最後

に問題点を紹介したいと思います。 

 

 

 

まず当院、昭和大学江東豊洲病院の概要をお知らせしたいと思います。 

 当院のある江東区は隅田川を渡ったところで、当院が開院した平成26年には人口が48万人だったんで

すけれども、どんどん増えて平成30年には51万人にな

りました。東京都の区の人口は減少が続いているんで

すけれども、人口がどんどん流入して増えている地域

です。周りに高層マンション、そして再開発地域がご

ざいまして、女性、子供、ファミリーが増えてきまし

た。 

 私どもの昭和大学というのは、品川という東京の南

のほうにありまして、本部の大学病院、それから横浜

に大きな北部病院と藤が丘病院の２つがありまして、

講演「当院における『新しい医療文化の創造』と『働き方改革』との両立の試み」 

昭和大学江東豊洲病院の紹介 

はじめに 
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歯科病院も持っており、東京の東に江東豊洲病院があります。当院が大体400床、精神科の烏山病院も含

め全部の病院を合わせると3,200床あります。 

 当院は江東区に位置しており、近くには有名な聖路加国際病院、それから慈恵医大が少し離れた港区

にあります。同じ江東区には順天堂の江東高齢者医療センター、そして現在COVID-19で東京都の専門病院

として認定されている墨東病院があるという場所に位置しています。近くに豊洲の市場が移ってきまし

て、お台場にはフジテレビがございます。この周りは先ほど申したように、人口流入地域で、タワーマン

ション、高層マンションが多く建っており、更にどんどん建っています。当院のすぐ横に大きな豊洲市場

が移ってきまして、現在、昼間は市場関係者が４万人働いています。 

 本来ですと2020年、昨年７月に東京オリンピック・

パラリンピックが始まる予定だったんですけれども、

ここに選手村ができていまして、そこからこのような

いくつかの施設が当院の周りに多くあります。ですか

ら我々の病院としまして、バレーボール会場、モトク

ロス会場に医療者を派遣することを依頼されており、

そのつもりでいたんですけれども、今年もどのような

体制になるかまだ分からないという状況です。ですけ

れども、開催されましたら頑張りたいと思っておりま

す。 

 当院の開院の端緒になりました出来事といたしまして、新聞やニュースでご覧になった方もあると思

いますけれども、2008年（平成20年）に江東区在住の36歳の妊婦が、妊娠９か月で脳内出血を起こし、都

内の７病院から全て救急を断られて亡くなってしまったということがございました。一番近かった墨東

にも入れなくて、ですから東京都あるいは江東区としては、何とか妊婦、赤ちゃん、それから小児をしっ

かり診ることができないのかということでした。 

 墨東病院は、名前のように墨東、場所は墨田区にございまして、江東区にはないんですね。江東区とし

て何らかの病院、しっかりしたものをつくらなければならないということで、江東区における病院整備

基本計画、方針を立てまして、我々の学校法人昭和大学がその事業予定者として決定され、平成26年3月

に開院したという歴史がございます。我々は同じこの豊洲の地区、江東区の近くの地域に豊洲厚生病院

を買い取って昭和56年から162床の小さな附属豊洲病院を開院しておりまして、その関係で当院が適任だ

ろうと選ばれたと思っております。 

 開院時、病床が300床で始まりまして、先ほどの江

東区からの要請により、産科、小児科の強化、女性と

子供にやさしい病院をつくってくれということでし

た。その前に3.11、東日本大震災があり、江東区は東

京の東の地域では災害のときに水害が起こりやすい

地域になっており、救急、災害に強い地域の重点地域

になっております。令和元年度に91床増床して目標の

400床に何とか立ち上がったということでございま

す。 
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 どの病院にもありますけれども、病院の理念がござ

いまして、４番目の「医療人の育成」は大学病院です

から当然ございます。その理念を実現させるための具

体的な基本方針としまして、先ほどから話が出ている

「女性と子供にやさしい病院を目指そう」という設立

のいきさつがございます。７番目に、昭和大学として

新しい病院をつくるということで、「新しい医療文化

を創造しよう」ということを医療人の育成とともに掲

げております。 

 当院は400床になったんですけれども、基本的には

混合病床、8、7、6階の3フロア、90×3、270床を一般

病棟としまして、ほとんど全ての病棟、診療科に開放しております。 

 先ほどの「新しい医療文化」というのは、土日週日化、休まない病院ということを掲げて開院しました。

休まないというのは、年末年始の6日間と創立記念日の1日の1年7日以外は全て病院をオープンするとい

うコンセプトで開院しております。これが「新しい医療文化」ということでして、病床稼働を安定的に効

率的に維持するためには混合病床が必要だということです。我々の本院のように何階はどの診療科とい

たしますと、どうしても空きが出たり、歯が抜けたような感じになってしまいますので、その教訓により

混合病棟にいたしました。ただ、それには安全に配慮した効率的なよい療養環境を整えることが必要で

あり、もう一つは、ジェネラリストを育成することができる反面、専門性を伸ばせられない可能性があり

ます。医療者の教育やモチベーションにも考慮して進める必要があるということがだんだんわかってき

ております。 

 災害に強い病院ということで、江東区に市場があっ

て、当院があるんですけれども、その前は東京湾です。

お台場のフジテレビは東日本大震災のために海抜か

ら6.5メートルのところに１階のフロアをつくってお

ります。そして、この図で分かるように、東京湾の一

番奥のところに色々なものがありますので、いきなり

大きな津波が来ても、まずはここまでは来ないだろう

ということで6.5メートルにしてつくっております。

災害のときのためにコージェネレーションとガスエ

ンジン発電も備えております。 

今、どの病院でも進めておりますけれども、ふたり主治医制で、ひとりの患者さまに対して当院と、地

域のかかりつけ医が連携して継続的な医療を行おうということを目標にしております。 

 医療従事者数の変化といたしましては、開院時136名の医師がおり、徐々に増えて現在194名、専攻医、

研修医を入れれば200名以上になっております。歯科、薬剤師、助産師、看護師、そしてその他が130名と

いう人員構成となっております。 

 令和元年（平成31年）度の実績といたしましては、1日あたり入院患者が336名、外来が531名、それか

ら病床稼働が88％ということです。救急搬送1日12名、手術が17件、分娩数は1日1.7名です。平均在院日
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数が8.6日と少なくなっており、当院の基本が急性期

の患者さんを受け入れて、ふたり主治医制を活用し、

慢性の患者さんを地元のクリニックにお願いするこ

とによって地域の医療の役割分担をすることを目標

としておりますから、外来の患者さんは再診の患者さ

んが少ないので、このぐらいになっているのです。 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、当院も

去年の2月3月から受け入れ始め、6月1日に8Bの病棟45

床全てを専用病床として充てておりました。病院とし

ましては1病棟を全て閉鎖して新型コロナに充てるの

は負担も大きいし、経営的にも厳しいということで、現在はその一部を救急病棟に変えて、救急病床の陽

性者を4床、それから疑い病床3床ということで、7床の運用で何とか回していこうとしております。発熱

外来用に3棟のテントを張りまして、令和3年1月31日時点で、延べ1,062名を診察、83名が入院しておりま

す。このように新型コロナウイルス感染症も受け入れております。 

 新しい試みといたしまして、eICUを試みておりま

す。当院の本院であり特定機能病院であります昭和大

学病院のICUと当院のICUをインターネット経由でモ

ニターしまして、電子カルテあるいは患者さんの状態

を実際に見ながら、特定機能病院のICU専門医と病状

検討を行っております。昭和大学病院本院のICUのド

クターが当院のICUと色々なデータや実際の患者さん

を見ながらやりとりするということで、これも一つの

医療分担、そして働き方の改善で、eICU支援センター

をつくることにより、当院の人的に少ないICUを補助

しております。 

 「新しい医療文化」ということで、先ほどお話ししました新病院の構想段階から教育病院として初めて

休まない病院を目指そうとワークショップを繰り返して、土曜日・日曜日、祝日の週日化を行い、病院が

休みの日は創立記念日と年末年始の7日間です。そのために通常のベッド数以上の医師、看護師、その他

のコメディカルの人員が必要となり、過重労働にならないよう工夫された勤怠管理が必要で、医師のシ

フト勤務体制を取り入れております。 

 

 

 

医師の働き方改革の方向性についてお話します。ま

ず皆さんご存知だと思いますが、厚生労働省の 2019

年第１回医師の働き方改革を進めるためのタスクシ

フト/シェアの推進に関する検討会で、長時間労働を

短縮し働き方改革を行うために、色々なマネジメント

医師の働き方改革の方向性 
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改革、シフト管理などをしながら他職種へのタスクシフティングをしなければいけないということが議

論されております。 

医師の時間外労働規制について、2024 年４月から一般の病院は年に 960 時間、月 100 時間以内にしよ

うということです。2035 年には暫定特例水準を解消して更に厳しくなり、このような病院外の色々な流

れを汲みまして我々もやっていかなければならない

ということです。 

 病院が認識している取組として、医師事務作業補助

等の補助職の配置あるいは休暇の取得促進、時間外労

働の削減等が挙げられています。一方、医師が実施し

てほしいと考える取組としては、休暇の取得促進、当

直明け勤務者に対する配慮、それから夜勤、緊急対応

等の処遇の充実、改善が求められております。 

模範的な病院の取組事例にもありますけれども、当

院でも医療事務、作業補助者の導入をしております。

当院は 400床（一般）で、現在、配置数は 10対１、医療補助者は 13名で医師の負担軽減を行っておりま

す。 

 当院を開院してから様々な働き方の議論、そして実際医療者と話をする場合に、常に医師の応招義務

ということが出てきます。これは昭和 23 年に定められた医師法第 19 条に規定されており、ジレンマと

なっております。診療に従事する医師は、正当な事由がなければ、患者からの診療の求めを拒んではなら

ないとされています。正当な事由というのは医師がいないとか、病気などで診療できないということで

して、正当な事由ではないとされる例として、診療時間を制限している場合であっても、これを理由とし

て急施を要する患者さんの診療を拒むことは許されないというのが応招義務ということでした。 

これが令和になり、世の中の医療体制が大きく変化して、医師の過重労働が問題となり、応招義務の考

え方を変えるべきだということで、令和元年 12月に医政局長から、医師の応招義務の法的な位置づけ等

を整理しなければならないということになりました。基本的には、現代の医療というのは個々の医療機

関に頼らず、医療機関を含む地域の医療提供体制全体で提供されるものという前提に立って、緊急対応

が必要な場合でも、時間内は不可能な場合のみ正当化されるんですけれども、勤務時間外は応急的な必

要な処置を取ることが望ましいですが、原則公法上、司法上の責任を問われることはないということが

付記されており、このように世間、政治、それから行政の後押しで応招義務が今後変わってくるというこ

とです。後で出ますけれども、夕方 17 時に救急車が

来た場合、受けるべきなのか受けるべきではないのか

ということを時間外勤務が多い診療科といつも働き

方の議論しており、応招義務がそこに関わってくると

いうことです。 

徐々に整理されてくるということで、令和２年度か

ら中医協からの改定ポイントとして、総合入院体制加

算要件に医師の負担軽減を入れなければならない、そ

れに病院長の主体的な行動が入るということが明記
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されております。もう一つ、同じ勤務医の負担軽減に対する地域医療体制確保加算ということで 520点、

勤務医の負担軽減、処遇改善などを計画した場合にこれが取れるということになってきています。 

 

 

 

当院の新しい医療文化と医療体制の働き方改革と勤怠管理の実際に移ります。当院における医師の働

き方改革の端緒ですが、医師の労働環境改善に関するシフト勤務の経過、変更の経過について、平成 28

年以前は、救急診療体制、手術室運用に関する時差勤務体制等の検討を行ったんですけれども、特に当院

は平成 26年開院時に土日週日化に伴ってシフト制度を導入、勤怠管理をしっかりしようということにな

っています。平成 28年に附属病院に労働基準監督署が立ち入り、３６協定を超えた勤務医師、宿直勤務

体制などの状況、それから勤怠管理状況などを指摘されております。そのために理事会等を経まして、労

働環境を改善しなければならないということで、シフト表をつくることを前提として病院長による診療

科個別面談の実施、そして昔でいう医局長、現在は診

療課長補佐を置いて動かしています。 

 医師の勤務管理というのは、基本的には１日 7.5時

間、それが週５日ですから週 37.5 時間を基本としま

す。１か月単位の変形労働時間制でして、１日の上限

を 10 時間とし、出退勤時にタイムレコーダーを押す

ということが決まっています。当院は土日が全くない

んですけれども、ほかの附属病院では土曜日も半日で

はなくて１日仕事をして手術、検査に対応するよう

に、土曜日の週日化をしようとしています。それから、

救急センターの体制の見直しということで、当直体制

から夜勤体制に変更するということです。 

 当直体制の見直しということで、私が若い頃は各科

１名ずつ当直をしていたんですけれども、現在は働き

方改革等で、一般病棟は管理当直者１名、それから内

科系、外科系当直体制とし、必要に応じて各科はオン

コール体制で待機者を配置しています。ただ、当院の

救急を担っている循環器センターＣＣＵネットワー

ク、それから脳神経センター、脳卒中ネットワーク、

そして産科、こどもセンターは毎日当直体制を敷いて

おります。そのために救急センターへの出向による定

員枠の見直し、それから手当等をしっかり支払うこと

を見直しております。 

  

当院の新しい医療文化と医療体制  ― 働き方改革と勤怠管理の実際 
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平成 29年にシフト制度の運用が始まり、色々な意識

調査、診療科面談を行い、平成 30 年度に申し合わせ

を通知して、病院、教職員の働き方改革シフト勤務の

研修プロジェクトを設置し、シフト表改善サポートチ

ームを設置いたしました。 

 就業規則を踏まえたシフト勤務体制の構築という

のは、４週８休を基本とする、つまり週２日は休もう

ということです。先ほど言いましたが、週の所定労働

時間 37.5時間を超えない、それから１日の上限が 10

時間で、１か月の時間外勤務の上限を 40時間にする、

40時間を超えるのを年６回までは認めるが、80時間を超えてはならないということです。重要なことな

んですけれども、時間外勤務は診療科長の命令によって行い、医局員本人の希望で残るということでは

なくて、あくまでも診療科長の命令だということです。当直明けは原則「明け」とする、タイムレコーダ

ーは打刻するということで、シフト予定表を前月の 25日までに出して、実績表を翌月３日までに提出す

る、予定と実績を出すということをしています。 

 こういうことをきちんと病院、法人としても管理しければならないということで、様々な決まりを超

える時間外勤務、診療をさせてはいけないということが基本にあり、40 時間を４回目まで超えたときに

病院長と診療科長が面談する、５回になったら病院長、診療科長が面談した上でそれを理事会に報告し、

保健管理センター所長（産業医）が理事長に改善を勧告する、そして理事長は、配置転換等の労働環境改

善を実施するということです。１日 10 時間、月 80 時間、年 720 時間を超えた場合は、担当理事が病院

長、診療科長と面談して、産業医と勧告し、最後は理事長が配置転換等を含めて労働環境改善を強制的に

実施するということを行っています。 

 実際の当院の工夫といたしまして、比較的医師数が少なくて、先ほど話をした救急、夜間の当直の必要

な科、産婦人科及び脳神経内科の運用をお示しします。 

 産婦人科の場合、開院前の課題ですけれども、ママさん医師、女性の医師が多いということで、これを

しっかり組み込みながら勤務体制を構築しなければなりませんでした。当直明けは確保、それから土日

週日化で休みがないのですから、休みの確保をしっかりしなければならない、週日化のメリットも享受

しなければならない。それで、病院の理念が女性と子

供にやさしい病院から、女性と子供と勤務者にやさし

い病院ということで動いております。 

これが開院時の予想の産婦人科の人員です。10 名

おり、そのうちの赤字が女性の医師で、お子さんがい

らっしゃったり、妊娠中であったりして、どうしても

土日それから当直ができないという人が４名、今のと

ころ当直できるという人が６名ということで、この体

制で勤務を組まなければなりませんでした。 

シフト表の作成で産婦人科が強調したのは、ワーク

ライフバランスの向上、オンオフをしっかり把握しようということでした。そして、勤務体制をスリム化
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しなければならないということです。色々なデューティを多く入れると、どうしても仕事が増えてしま

います。それから、外来の担当制の考え方の醸成ということで、来るべき他病院、他大学との差別化の対

応ということも目指しておりました。 

ただ、産婦人科は分娩がいつ発生するか分かりませ

ん。育児中、妊娠中の女性医師との協働が必須でして、

色々な当直混合の土日勤務の制限があったり、お子さ

んの急変に対応可能な余力が必要となります。フルタ

イム勤務医師への待遇も考慮しなければなりません。

問題点が色々とございます。 

 そのため外来運用での留意点は、外勤と当直明けの

曜日を考慮、再診の数を減らすことです。ふたり主治

医制を活用して、可能な限り経過観察はせずというこ

とです。外来枠をやたらと設けない、そして紹介患者など初診への対応は柔軟に対応できる体制をもっ

て、育児中の女性医師、当直不可の先生方にはしっかり外来を担当してもらうということです。そして本

院は医局員数が多いですから当直支援、応援なども頼むということです。これらの目標でシフト表を作

成するということになります。 

 目的を達成するためには、外来の合理化をして、検査日の調整、外勤及び手術の体制、休み及び当直明

けの勤務緩和の確立、そして学術業務の徹底、休むからには仕事もするということで、「無理！」でとど

まるのではなく、「何が足りないのか？」、「どうしたら良いのか？」を捻出しなければなりません。こう

いうことを考えて産婦人科は行っております。 

 それからもう一つ、当院の脳神経内科は主に急性期

の血管内治療、脳卒中救急を担当しておりまして、あ

まり慢性疾患は見ないんですけれども、開院時５～６

名の医師の診療科で、脳外科３人と共同で毎日１名の

当直体制で脳卒中救急を担っておりました。産婦人科

と同じように、必要なデューティは何か、当番などを

固定しない、そしてまず休暇を先に入れようというこ

とが基本になっており、大まかですけれども、このよ

うな働き方の実践をする前、平均時間外労働が６人平

均で月に 31 時間であったんですが、その１年後は５

人に減ったんですけれども、僅かに増えましたけれども、40時間出ない 33時間で収まっています。下の

表というのは、１年を通した週休、休みが取れるようになったということで、2015 年赤字、取れる月も

あれば全く取れない月もありましたが、だんだん１年を通して、ブルーですけれども、取れるようになっ

てきており、うまくシフト勤務ができるようになってきたんではないかということです。 

 脳神経内科の診療実績ですが、多く休んで診療実績が落ちれば元も子もないわけなんですけれども、

平成 27 年に入院患者数が 415 名、１年後の平成 28 年には 573 名と多くなっておりまして、外来患者さ

んはほとんど同じです。初診も同じですが、医療収入は、平成 27 年を 100％としますと平成 28 年には

139％に増えております。平成 28 年４月から、６人から５人体制に減ったんですけれども、時間外労働を
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増やさず、診療実績を落とさずに週休を何とか確保できているということがこの小さな診療科でも実際

に達成されております。 

 労働環境のサポートチームによるチェック項目で

すが、打刻をきちんとしているか、電子カルテのログ

インがきちんとされているか、休み明け、当直明けの

勤務状況などがあります。 

サポートチームによる指摘事項がございます。当直

やオンコールが空欄のままになっているという事例

が幾つかあり、当直明けに勤務を行っている事例が多

数あるということで、これもなかなか難しい問題で

す。休日が極端に少ない者がいるということですが、

本人が希望しても、これはしっかり取らせなければな

らないということです。そして予定と実績が全く同じ、あるいは時間外の請求がない医師がいるという

ことですが、これは見方によってはブラックみたいになってしまうので、しっかり時間外働いたら請求

してもらうということが基本になっております。 

 このようなシフト管理を行うために Google クラウドのマイクラウドを活用していたんですけれども、

令和３年２月から勤怠管理システム “Roco Time”というものに切り替えて、さらに勤務管理をしやす

くしております。 

 今後の予定ですが。各附属病院共通ですけれども、

必要な時期にシフト勤務に関するワークショップを

開催する、そしてハッピーマンデーの週日化、当院は

既に休みはないんですけれども、他の附属病院でハッ

ピーマンデー、月曜日が休みになる例が年に 10 数日

ございまして、私学としてはここを完全に休みにして

しまうと大変な痛手となり、週日化しようということ

です。“Roco Time”を入れて当直明けの勤務をしっか

り管理しようということもしております。 

 “働き方改革”に関する患者さんや地域住民への周

知が必要でございまして、我々は昔のひとり主治医制ではなくてグループ主治医制による入院診療を行

っておりますので、１名の医師が必ず入院から退院まで行うということはしませんよということを入院

のときにお話ししております。そして、医師が時間差で出勤することもあり得るので、当番制で緊急時の

オンコール体制を行うということです。時間外の患者さんの面談を行っておらず、（新型コロナウイルス

感染症防止のために）現在は基本的に面会禁止です。 

 

 

 

病院の週日化における診療の実態と安全性の検討ということで、我々は休まない病院ですけれども、週

日化における診療の実態と安全性の確保と、休まない病院において診療の質や安全性を確保しながら医

病院の週日化における診療の実態と安全性の検討 
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師及びその他のコメディカルの仕事量を増やさないことは可能かということで、緊急及び待機手術の安

全性、死亡率を比較した研究をいたしました。「土日週日化実施病院における手術と Weekend Effect の

検討」ということで昨年度に論文化されております。 

 一般的に病院は当然毎日動いているわけですけれ

ども、平日の５日間が稼働日というのが普通の病院で

して、過去の研究では、週末に入院あるいは手術を受

けた患者というのは、平日の患者と比べて高い死亡率

などの予後不良となる傾向があり、これが Weekend 

Effect と呼ばれています。本研究は休まない病院、待

機的手術を土日にも実施している病院における麻酔

科管理手術（全身麻酔）の Weekend Effectを検討す

るということで、方法は術後 30 日の死亡率を評価し

ております。 

これはカルテから抽出しており、定期（待機的）手

術が全 6,495 例、緊急手術が 947 例で、そのうちの

何％が平日か、何％が休日かというような細かいこと

はお話ししませんけれども、緊急手術、定期手術（待

機的手術）の状態です。細かい数字になりますけれど

も、大きく分けて待機的手術は平日のほうが数が多い

ですから有意差が出ています。 

 どのように平日及び週末、土日のあるいは祝日の手

術が行われたかというと、多いのは消化器関係の手

術、整形の手術、耳鼻咽喉科、そして歯科、形成外科

が週末に行われております。 

 結果ですけれども、術後 30日以内の死亡症例数を図示ということで、緊急手術は週末のほうがオッズ

比として高く、緊急手術の入院日以降のオッズ比は高くなっています。ただ定期手術は有意差が伴って

おりませんので、問題なく手術できているということ

です。 

 これがこの論文の結論でして、Weekend Effect を

検討した結果、術後 30 日以内の死亡率は週末の方が

高かったが、この関係は緊急手術の場合のみに見ら

れ、待機的手術では差がなかったということです。 
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我々はこのように働き方改革、シフト勤務制への移

行を行っており、その前後の医師の意識調査をしてお

ります。これは対象者で、４月からシフト勤務によっ

て、ご自身の働き方に変化はありましたかという質問

に対して、大変よくなった、よくなった、少しよくな

った、あまり変わらない、少し悪くなった、様々な回

答があります。大変よくなったという回答の方はどん

なことがよくなったかというと、時間を有効に使える

ようになった、帰宅しやすくなった、それから自分の

勤務体制について意識して勤務するようになったと

いうことです。反対に少し悪くなった、悪くなったという回答にはどんなことがあったかというと、自分

自身での業務の組立てができなくなった、時間内に終えるようにするために時間に追われるようになっ

たということがあったり、あるいは診療の質の維持が難しくなった、そして大変重要な問題ですけれど

も、医療安全の維持が難しくなったというような意見

も出ております。 

 時間外勤務についての自身の認識はどうかという

ことについては、自分の判断で行った、上司の指示に

より、上司の許可を得てというのがあり、半分以上が

時間内に業務が終えるように心がけているというこ

ととなっております。その他の記載事項としては、チ

ーム医療であるので手術などは時間外診療もやむを

得ないということや、当直明けの医師がなるべく早く

帰れるように声がけをしているというようなことが

ございます。 

 どのような支援があれば現在よりも時間外診療を削減することができるかということについては、患

者さん側のシフト勤務に対する理解と協力も必要ではないかということ、医療事務、作業補助者らの充

実、血圧や基本的な媒体のデータ測定・取得などに対する支援など、色々な意見が出ております。そして、

医師の数を増やすというのも当然ありますし、シフト

表の作成、実施報告書の簡易化なども必要ではないか

ということです。 

そして、当院における勤怠管理強化の“光と影”と

いうことを抽出してみました。懸念すべき事項と今後

の改善点ということで、医療者の継続的なモチベーシ

ョンの維持が必要で、急性期病院としての機能を維持

しながら勤務する必要から、医療のタスクシェアとい

うことも必要だろうということです。そして、常に問

題になってくる自己研さんとは何か、自己研さんの境

働き方改革に対する意識と問題点 
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目、その位置づけ、そのバランスの確保が重要だということです。ここは大変難しい問題が入ってくるん

ですけれども、この自己研さんに関係して研究（基礎・臨床）体制の萎縮の可能性があり、早く帰れとい

うことで、診療終わったら病院にいるなということを管理者側としては口を酸っぱくして言うことにな

ってしまうので、いかにして研究の動機づけとサポートができるかということが大きな問題になってお

ります。そして、時間外の救急診療体制の維持、救急診療科のさらなる充実が必要であるということで

す。また、有休もしっかり確実に取らなければいけないということが大前提となっております。 

 本日のまとめですけれども、新しい医療文化である

病院の土日・祝日週日化を成功させるためには、いか

に勤怠管理を不満なく行うかが重要です。働き方改革

を進めて、働きがいのある魅力ある職場にすることが

病院の発展には重要であり必要であります。今後、さ

らなる労働環境の改善が求められているため、他業種

間のタスクシェアなどをしっかりと進めるというこ

とを目標としております。 

 ご清聴ありがとうございました。 


